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題字：江口　睦美 （カット：くさのあき）
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　ＮＰＯみなまたの設立から今年は丸９年を迎えます。今は、４つの介護事業所に４７人の職員
が働き、４１人の方々に利用していただいています。
　認知症のお年寄りのどんな言葉、行動も、まずは「受け止め、受け入れる」心の広さ。そし
て、なじみの関係ができるまで、「焦らず、あきらめない」。人間味あふれるケアによって、ど
んなお年寄りも次第に心を開いてくださいます。介護はやりがいのある仕事です。
　今年も、入居者、利用者のみなさんのたくさんの笑顔に出会えるよう、職員一同頑張ります。
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　新年明けましておめでとうございます。

　昨年の総会で代表理事に選ばれました。まだ、不慣れですが、本年はその重責の一部

でもきちんと果たすことができるように、新たな決意で臨みたいと思います。

　２００１年４月に７人で始めた私たちの事業も、事業所は４ヶ所に、職員も４７人になりま

した。介護保険制度の下での運営の厳しさには変わりありませんが、ＮＰＯみなまたの

会員の皆様はもとより、ご利用者・ご家族のご協力と、職員一人ひとりの奮闘で、着実

な前進をしています。関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。法人設立時から掲げて

きた、「ノ－モア・ミナマタを語り継ぎ、住みよいまちづくり」の活動に今後とも力を尽くしたいと思います。

　ところで、前号でもご報告しましたように、昨年９月に不知火海沿岸住民（転出者を含む）１，０４４名の大検診

が実施されました。この検診には、全国から１３５名の医師、２２１名の看護師を含む７１１名もの医療従事者・支援者

らが参加しました。私たちＮＰＯみなまたからも、５人の事務局・介護職員が加わり、一定の役割を果たしま

した。特筆すべきは、６８名の会員の皆様から４０万円を超える募金を寄せていただき、財政的にも大きく寄与す

ることができたことです。この募金は、さっそく検診を実施した実行委員会に寄付いたしましたが、この場を

借りて、心からお礼を申し上げます。水俣病の被害者救済の運動はこの一年が大きな山場です。引き続き、皆

様方のご支援を心からお願い申し上げます。

　また、１１月に開催したＮＰＯみなまた職員総会でも出されたように、私たちの事業所の活動を利用者の立場

でさらに発展させなくてはなりません。そのためには、利用者と同じ目線で接するとともに、家族の方々との

交流が大事だと思います。

　個人的な話しで恐縮ですが、私たち夫婦はこの１１年間にそれぞれの両親の面倒を看る立場にあり、妻の父

（８９歳）、私の父（９４歳）、妻の母（９５歳）を黄泉の国に送り、現在、私の母が９４歳で入院中です。私は医師で

ありますが、家族の立場で接することが、いかに難しいかを、認知症が出始めた私の母との関係で痛感してい

ます。これらの経験からも、利用者の皆様とともに、家族の皆様方と積極的に対話していくことが大事だと考

えています。家族の皆様方と一緒になって、より良い介護事業を進めていきましょう。

　また、それを担う職員の待遇改善が不可欠です。そのためには、お年寄りの一人ひとりが大事にされるよう

な介護保険制度が実現されなくてはなりません。そのためには政治を変えていくことが必要です。幸い今年は

２月に水俣市長選挙、７月には参議院選挙がありますので、私たちの願いを実現する絶好の機会です。ＮＰＯ

みなまたの発展のため、皆様と手をとりあって今年も頑張ります。

���������	
������

　早いものでＮＰＯみなまたを設立して今年で９年目になりま

す。昨年の総会で代表理事を退き藤野糺医師（水俣協立病院名

誉院長）に引き継ぐことができました。これまでのご支援に深

く感謝申し上げますと共に、引き続きＮＰＯみなまたへのお力

添えを賜りますよう、心からお願い申し上げます。

　６年ほど前から２度の大病に罹りましたが、何とか克服し、

今では、大好きな焼酎の晩酌も復活し元気に過ごしています。

　今後も、健康の許す限り、ノーモアミナマタを伝えていけた

らと思っています。
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　２００５年１０月３日にノーモア・ミナマタ国家賠償等訴訟の第１陣が提訴して、

今年で５回目の正月を迎えました。

　思い返してみると、ノーモア・ミナマタ訴訟の第１陣提訴の際、当時の小池

百合子環境大臣は、「原告側は和解を狙っているようだが、現段階でも和解は

考えていない」とコメントしました。そして、そのコメントどおり、国は訴訟

の中で徹底抗戦の構えを見せ、こちらに歩み寄ってくることはありませんでし

た。

　私たちノーモア・ミナマタ原告団、弁護団、支援は、そのような国の不当な態度にめげることな

く闘い続け、実に４年以上の月日が流れましたが、とうとう環境省の田島一成副大臣が「和解のた

めの事前協議をしたい。」と発言するまでになりました。この変化の要因の一つとして、確かに政権

交代も挙げられるでしょうが、民主党が以前から裁判での和解を前面に掲げていたわけではないこ

とからみても、国の態度を変えさせた一番の原動力が私たちの運動の力であることは間違いありま

せん。私たちの運動が着実に実を結んでいっていることに自信を持って良いと思います。

　もっとも、安心するのはまだまだ早く、これからが本当の勝負になるでしょう。補償内容をどう

するのか、救済対象者の範囲をどのように定めるのか等、問題は山積みです。これらの問題につい

て私たちが納得できる内容にならない限り、和解による解決はできません。今年は、正当な解決を

勝ち取るための正念場の年になるでしょう。これまで以上に運動に力を入れる必要があります。

　補償内容を正当なものにし、更に救済対象者の範囲を広げるためには、１人でも多くの患者が原

告となって声を上げて行くとともに、患者が被害の大きさを世間に訴え、理解させる必要がありま

す。このような運動は今までもやってきたことですが、正念場の今年は、これまで以上に力を入れ、

更に大きなものにする必要があるのです。

　また、裁判の場では、国側の医師証人の尋問が行われます。弁護団としては、ここで国側の医師

証人を叩きのめし、共通診断書の正当性を更に高めるつもりです。そのために弁護団は全力を尽く

します。

　運動と裁判の両輪が今まで以上に力を尽くすことで、解決への道を確実に前進していくことがで

きます。これまでやってきたことは間違っていなかったのですから、あとは力を少しでも大きくし

ていくだけです。

　今年を解決の年にするために、ノーモア・ミナマタ訴訟の原告団・弁護団・支援は、一枚岩の団

結で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。
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　１１月３０日、２年越し３度目の国会で、

ようやく「肝炎対策基本法」が制定さ

れました。

　薬害肝炎原告団は、昨年１月の「薬

害肝炎救済特別措置法」の制定から、

あらゆる場で「肝炎問題は終わってい

ません」と言い続けてきました。それ

は、国会も世論も、まるで肝炎問題は

完結したかのような風潮だったから

です。

　また、被告製薬企業との和解も進ん

でいませんでした。そういう時期に、

元水俣市長の吉井正澄さんを訪ねる

機会を得て、常に国の背後に隠れてきた被告企業に対して、製薬企業たる企業倫理を追及しなければ

と意を強くすることができました。数日後、吉井さんから手紙が届き、更に被告企業と闘う勇気をい

ただきました。そして、遂に薬害肝炎被害者への謝罪・和解を勝ち取ることができました。

　その後、肝炎患者３団体（日本肝臓病患者団体協議会・Ｂ型肝炎訴訟原告団・薬害肝炎原告団）が

連帯し「もう待てない　３５０万人のいのち」のスローガンのもと、集会や街頭での全国キャンペーン

を展開してきました。約２８万筆の署名が集まり、国会にも請願もしました。

　政権交代しての臨時国会では、政治の責任を果たしていただけると静観の体勢でいたのですが、国

会召集となっても、肝炎法案は上程されないままでした。やはり、当事者である患者自らが動かなけ

れば何も進まない現状を改めて思い知らされ、国会要請行動を重ねました。

　その結果、まったなしの肝炎患者の状況を理解していただいた超党派の国会議員の尽力により、薬

害肝炎原告団の最終目標である「ウィルス性肝炎患者が安心して治療に専念できる恒久対策」実現へ

の大きな一歩を踏み出すことができました。

　これまで、私たち薬害肝炎原告団を支えていただき、共に闘っていただいた皆さまに対して心より

感謝申しあげます。
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　泉南アスベスト国賠は、昨年１１月１１日、３年半の審理を経て結審し、今年５月１９日に

判決が言い渡されます。この裁判は、全国各地の職場や日常生活の場で深刻に発生して

いるアスベスト被害に対する国の責任を問う初めての裁判です。

　何よりも、原告ら被害者の救済は急務です。３年半に及ぶ審理のなかで、すでに生存

原告２０名のうち３名の原告が死亡しました。多くの原告や被害者は、年と共に進行する

咳や痰、息切れの苦しさのなかで、いつ酸素吸入をしなければならなくなるのか、その

不安とともに、いつ肺がんを発症することになるのか、その恐怖をも抱えながら毎日を送っています。「生きて

いるうちに救済を」は原告らの切実な願いです。
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　アスベスト被害に対する国の責任は極めて重いものがあります。国は、７０年以上も前から、アスベストの危

険性や泉南地域で、すでに重大なアスベスト被害が発生していることを自らの調査で知っていながら、それを

放置したのです。それだけも国の責任は重大ですが、その程度の生やさしいものではありません。国は、戦前、

自ら大規模な被害実態調査（「保険院調査」）を行いましたが、その結果は、石綿肺罹患率１２％以上という驚く

べき被害発生を示すものでした。ところが、国はこの保険院調査を戦後になっても全く公表せず、被害防止に

役立てようともしませんでした。そのために、一般社会のなかでのアスベストの危険性の認識は著しく遅れる

ことになりました。

　深刻な被害発生を把握していながら、危険性情報隠しまで行い、敢えて住民のいのちや健康よりも戦争や戦

後の経済成長を最優先させ、規制や対策を行わないまま石綿産業を保護、育成、利用し、その結果、泉南地域

に「地域ぐるみ」の被害を発生させたのです。
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　石綿紡織業１００年の歴史を持つ泉南地域のアスベスト被害は、わが国のアスベト被害の原点です。だからこそ、

そこには、わが国のアスベスト被害をこれほどまで拡大させた原因と責任、すなわち、国民のいのちや健康よ

りも、戦争や経済成長を最優先するという国の誤った政策選択が、いかに重大な被害を発生させたか、この国

の重大な責任が極めて端的に現れています。

　「過去に目を閉じるものは，現在にたいしても盲目である」。７０年も前から深刻な被害が発生し、それが絶え

ることなく続いてきた泉南地域。わが国のアスベスト被害の原点、泉南地域のアスベスト被害の原因と責任の

究明なくして、現在における被害者の全面的な救済と万全な対策はあり得ません。それは将来に向かってノン

アスベスト社会を構築していくためにも不可欠です。

　私たちは、広範な世論を結集して泉南アスベスト国賠を勝ち抜きたいと決意しています。引き続き３０万公正

判決署名など大きなご支援をお願い申し上げます。
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　のがわの家は、デイサ－ビスと有料老人ホ

－ムを運営し、開設から今年で早７年目を迎

えます。

　ＮＰＯみなまたの介護事業は、「人権・安

心・共生」を共通の基本理念としています。

これを基本に、さらに、のがわの家らしさを

表現するために独自の理念をつくりました。

のがわの家の頭文字をとって、「�んびりと、

�んばりすぎず、�が家の様に、�どかに、

�ごごちよく、�がおとやさしさを」。スタッフ全員の熱い思いが込められています。この理念を大

切にお互いを理解し、助け合っていけるよう日々のケアに取り組んでいます。

　のがわの家では、利用定員１０名の小規模な点を生かし、家庭的な雰囲気を保ちながらも、生き生

きと楽しく過ごしていただけるよう心がけています。午前中に行う手作り感いっぱいのレクリェ－

ションはデイサ－ビスの目玉になっています。その日によって、利用者様の人数も顔ぶれも違い、

体を動かすレクリエーションが良かったり、手先を使うものがよかったりしますので、担当になっ

たスタッフの手腕が試される毎日です。例えば、玉入れをする時は、新聞を丸めて球を作ったりと

準備の段階から一緒にしていただきます。さまざまな形や大きさがあったりと、個性がでますが、

それによって話題も広がるし、暗黙の了解で「一人ひとり違う」という事を感じ、お互いを認め合

いながら和気あいあいと楽しまれています。

　また、利用者の方に喜んでいただいていることの一つに、入浴があります。

　のがわの家の浴室は、広さが家庭のお風呂と変わらないため利用者様が一人ずつの入浴になります。

重度の方の場合等はスタッフ二人で介助する事もありますが、基本的には一人で対応しています。

　３０分～１時間かけての入浴は、１対１でゆっくり話が出来る時間です。日頃は他の利用者様を気

にしてか、あまり自分から話されない方も、入浴の時は湯船につかり、リラックスできるのか、不

安な気持ちを打ち明けられたり、中には、お嫁さんの愚痴をこぼされる方もいます。時間に追われ

がちですが、利用者様の思いを聞ける貴重な時間だと考え、大切にしています。

　のがわの家は有料老人ホームを併設しており、介護度５の方もホ－ムから毎日デイサービスに参

加されています。また、ショートステイもあり、馴染みの関係の中で泊まっていただけます。急な

要望にもタイムリーに対応できるよう心掛け、「のがわの家があるから安心」と言って頂けるよう、

これからも頑張っていきたいと思います。
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　イレッサとは、２００２年７月５日に、厚生労働省が世界で最初に日本で肺がん用抗がん

剤として承認したクスリです。申請から５ヶ月余という異例のスピード審査でした。

　これまでの抗がん剤が正常細胞にもダメージを与えたのに対し、イレッサは分子標的

薬と呼ばれ、ガン細胞に特異的に作用することから、「副作用の少ない夢のような薬」

ともてはやされました。しかし、発売から３ヶ月後には１０名以上の副作用死が出て、緊

急安全性情報が発出されました。発売から２年半で６００人近い人がなくなり、２００９年９

月末までに７９９名の死亡が報告されています。抗がん剤に副作用はつきものだといわれますが、８００人もの患者

の命を奪った抗がん剤はイレッサだけ、日本だけです。その数字は突出しているのです。

　薬害イレッサ訴訟は、このような副作用死を出したイレッサを販売するアストラゼネカ社と、これを輸入承

認した国の責任を、被害者遺族が問う訴訟です。

　２００４年７月に大阪で、同年１１月に東京で始まりました。
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　がんの腫瘍が縮小するとして承認されたイレッサですが、抗がん剤に求められる延命効果は日本人には認め

られませんでした。アメリカでは一旦承認されたものの新規患者への投与が禁止されました。

　薬害イレッサ訴訟では、このようにイレッサが薬としての本来的な有用性を有していないとして、欠陥商品

を販売承認した責任を第一に追及しています。抗がん剤として有すべき延命効果がなく、一方、間質性肺炎と

いう重篤な副作用を多発するイレッサは、明らかにバランスを欠いた欠陥商品なのです。

　このような訴訟に対し、それでも、イレッサが効いた人がいるのではないかという意見があります。しかし、薬

の効果は大規模比較試験によって判断するというのが、科学的な立場のはずです。患者はわらをもすがる思い

です。しかし、わらを国が投げ、企業が利益をあげてはならないのです。

　２００７年２月、ドセタキセルという他の抗がん剤と比較する国内第３相試験の結果が公表されました。承認の

際の条件とされた試験でも有効性を示すのに失敗しました。効いた患者がいる、少なくとも東洋人には効きそ

うだという推測や期待だけにすがることが、いかに許されないかがハッキリしたのです。
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　裁判は、東京・大阪とも２０１０年に結審します。

　私達は、この裁判を通じて

　　①　被害者遺族への謝罪と償い

　　②　イレッサの承認のあり方の見直し

　　③　抗がん剤副作用死被害救済制度の創設

　　④　イレッサ承認過程の検証等を通じての薬害再発防止への取り組み

を求めています。この要求を実現し２０１０年の全面解決が出来るように頑張ります。ご支援下さい。
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　今年は水俣病問題をきちんと解決する上で最大の山場を迎えます。被害者みなさんの闘いに連帯し、悔いの残ら
ない結果を残したいと思います。全国のみなさまのお力添えをよろしくお願いいたします。


